
 

船舶事故調査報告書 

                            令和５年７月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和４年９月４日 １３時３０分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷
くらしき

市太
ふと

濃地
の じ

島北方沖 

 水島
みずしま

港西１号防波堤灯台から真方位１３２°１.３海里付近 

 （概位 北緯３４°２７.３′ 東経１３３°４５.２′） 

事故の概要  プレジャーボート夕霧
ゆうぎり

は、航行中、転覆した。 

事故調査の経過 令和４年１１月２１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 夕霧、５トン未満（長さ３.７５ｍ） 

 ２７０－２１８３０岡山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船体に濡損（全損） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約１ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、倉敷市上
かみ

濃地
の じ

島南方沖で釣りを行っていたが、風が強くなってきたので釣りをやめ

て、倉敷市水島港に向けて帰港することとし、船長が船尾中央で船外

機の操作を行い、同乗者２人が船体中央部の甲板に直に座った状態

で、約７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で帰航を始

め、北西進した。 

船長は、右舷方（北東方）から波高５０cm 以上の波を連続して受け

ていたので、右転して右舷船首方から波を受けて航行した方が船体が

安定すると思い、濃地諸島を構成している上濃地島及びその北西方の

太濃地島の間を通航して水島灘に入り、北進した。 

船長は、風が急に強くなったと思い、濃地諸島の北東方沖５００ｍ

付近で北東方の風浪を右舷船首方から受けるように北進していたとこ

ろ、本船は、右舷船首方から高さ約１ｍの波を受けた後、船体が右舷

側から押し上げられて左舷側に傾くとともに船長及び同乗者が左舷側

に移動して傾斜が増大し、転覆した。 

船長は、同乗者２人と共に転覆した本船の船底によじ登り、自身の

防水型の携帯電話が落水したので同乗者の携帯電話により、本事故の

発生を海上保安庁に通報し、救援を要請した。 

船長及び同乗者２人は、来援した海上保安庁の巡視艇により救助さ

れ、本船は、別の巡視艇により、近くの港にえい
．．

航された。 

船長は、本事故発生場所付近において、山などの影響で局地的に強



 

風が発生し、右舷船首方から波高約１ｍの高い波が押し寄せていた

中、本事故時、突然、右舷方至近に別の不規則な高い波が発生したの

で、船体が右舷側から押し上げられて左舷方に傾いたのではと思った

が、右舷船首方の波に意識を向けていたので、同波を見ていなかっ

た。 

本事故発生場所付近は、北東側の児島半島と南西側の濃地諸島の島

に挟まれた海域であり、本船は、濃地諸島側を航行していた。 

船長は、出航前に釣り場付近の海上予報をインターネットで確認し

たが、風及び波高の予報に問題がなかったので予定どおりに出航し

た。 

分析  本船は、約８m/s の北東風がある状況下、北進中、船長が、右舷船

首方から波を受けながら、濃地諸島の北東方沖５００ｍ付近で航行を

続けたことから、右舷船首方から波高約１ｍの波を受けた後、右舷側

に発生した不規則な高い波により船体が左舷側に傾くとともに船長及

び同乗者が左舷側に移動して傾斜が増大し、転覆したものと考えられ

る。 

本事故発生場所付近においては、本事故当時、山などの影響による

局地的な北東の強風により発生した波に、南西側の濃地諸島の島の陸

岸で発生した返し波が干渉したことから、本船の右舷方至近に不規則

な高い波が発生した可能性が考えられるが、波の形状や進行方向につ

いては、船長が見ておらず明らかにすることができなかった。 

原因 本事故は、本船が、約８m/s の北東風がある状況下、北進中、船長

が、帰航に際して右舷船首方から波を受けながら、濃地諸島の北東方

沖５００ｍ付近で航行を続けたため、右舷船首方から約１ｍの波を受

けた後、右舷側に発生した不規則な高い波により、左舷側に傾くとと

もに船長及び同乗者が左舷側に移動して傾斜が増大し、転覆したもの

と考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、出航中、風浪が強くなる兆候を認めた際に

は、速やかに近くの風浪の少ない安全な場所に移動し、帰航の経

路、又は帰航するか待機するかなど以後の処置について判断する

こと。 

・小型船舶の船長は、携帯電話を首から提げるなど落下防止措置を

講じておくこと。 
  


